
隠岐の島町いじめ防止基本方針を策定しました 

平成１７年度までは… 

●自分より弱いものに対して一方的に 

●身体的・心理的な攻撃を継続的に加え 

●相手が深刻な苦痛を感じている 

平成１８年度からは… 

●「力の差があるか」「継続的か」「意図的

か」「深刻か」は判断材料から除外 

●当該児童生徒が、一定の人間関係のある者

から心理的、物理的な攻撃を受けたことに

より、精神的に苦痛を感じているもの 

起床時 

・布団からなかなか起きてこない 

・具合が悪そう 

・食欲がなくなった 

登下校時 

    ・友達のカバンなどを持たされている 

    ・ひとりで登下校している 

就寝時 

 ・寝つきが悪い、眠れない日が続く 

 ・学校で使う持ち物がなくなる、壊れている 

 ・教科書やノートに落書きや、破られた跡がある 

帰宅時 

   ・勉強しなくなる 

   ・お金を持ち出したり必要以上のお金をほしがる 

   ・理由のわからないアザや傷、衣服の汚れがある 

 

●いじめ防止基本方針を策定

し、いじめ防止等のための

総合的な対策を行う 

 

●隠岐の島町いじめ防止基本方針の策定 

●いじめ問題対策連絡協議会の設置 

●重大事態発生時の調査委員会設置 

●再発防止のための検証委員会設置 

 

●学校いじめ防止基本方針の策定 

●いじめ防止対策委員会の設置 

●通報、相談体制の整備 

●いじめの早期発見・早期対応 

 

                             

 

 

 

平成２４年に大津市でおきたいじめ自殺事案をきっかけに国において平成２５年「いじめ防止対策推

進法」が成立しました。この法律において、いじめの未然防止、早期発見及びいじめへの対処のために

国、地方公共団体、学校が取り組むべき事項が定められ、隠岐の島町においても平成２８年１２月にい

じめ防止基本方針を策定しました。 

    国            隠岐の島町          学校 

 

 

 

 

 

 

いじめの定義をご存知ですか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの認知件数が多い学校は悪い学校？ 

  ●ある調査では「小学校４年生～６年生の３年間でいじめをした経験のある子はおよそ９割、 

いじめられた経験のある子も全体のおよそ９割」との報告がある。 

  ●このような状況で、いじめ０（ゼロ）を目指すことは非常に困難。むしろ、学校はいじめを 

きちんと認知し、全教職員で情報を共有し組織的に対応することが重要です。 

 

いじめのサインを見逃さないで！ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな時は 

要注意！ 
学校相談を 

・弱い子じゃないから 

・やり返してきたから 

・１・２回のことだから 

  →だからいじめじゃない 

・人からされて嫌と感じたこと、 

苦痛だと感じたことはいじめ 


